
議案第２８号 

 

   三田市営駐車場条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 三田市営駐車場条例の一部を改正する条例を次のとおり定める。 

 

  平成２８年２月１９日提出 

 

三田市長 森  哲 男    



三田市条例第  号 

 

   三田市営駐車場条例の一部を改正する条例 

 

 三田市営駐車場条例（昭和５３年三田市条例第１３号）の一部を次のように改正

する。 

 第２条中「７１０番地」を「６４８番１」に改める。 

 第４条の見出しを「（供用及び入出庫時間）」に改め、同条第１項中「供用時間」

を「供用及び入出庫時間」に改め、同項ただし書を削る。 

 別表を次のように改める。 

別表（第８条関係） 

区分 使用時間 使用料 

月曜日から金曜日

まで（三田市の休日

を定める条例（平成

３年三田市条例第

１号）第１条第１項

に規定する休日を

除く。） 

午前８時から午後６時まで ６０分までは無料とし、６

０分を超えるときは、超過

時間３０分までごとに１

５０円とする。 

午後６時から翌午前８時まで ３０分までごとに１５０

円とする。ただし、１，０

００円を上限とする。 

三田市の休日を定

める条例第１条第

１項に規定する休

日 

午前８時から翌午前８時まで ３０分までごとに１５０

円とする。ただし、１，０

００円を上限とする。 

付 則 

この条例は、公布の日から起算して１年を超えない範囲内において規則で定める

日から施行する。 


